
１　物品

種類 内容または品名 数量

保護用透明フィルム　品指定 1

ネーシェン：ブックカバーE バーコード用　45×66㎜　1000枚入（品番：
BKE-102）　

（巻）

ネームランドカートリッジ（カシオ） 品指定 4

白ラベル黒文字　12㎜　10個 （セット）

液体のり用替えスポンジ　品指定 1

フエキ ：オーグルー専用替えスポンジ　60個　カウネット：4261-9857を10
セット

（セット）

ラベルシール 1

A4　ノーカット　180g/㎡（0.2mm） 50枚入　参考：A-one 31660 （セット）

文書保存箱　品指定 2

コクヨ：A4-FBX1（10枚入） （セット）

上質紙 1

A4　白色　110kg　50枚入 （セット）

ラベルシール　品指定 2

A-one：28368　レーザープリンタ対応　A4　44面　四辺余白付　100枚入 （セット）

個別フォルダー 1

規格：Ａ４-Ｅ　色：グリーン　50枚入　参考：プラス FL-082IF （セット）

変換ケーブル 3

USB TypeCオス-HDMIオス　3ｍ　ブラック （本）

メモリーカードリーダライタ 2

ケーブル長：30cm以上　参考：エレコム MR-A39NBK （個）

カラーラベル 1

丸形　直径20㎜　黄色　180片入　参考：ニチバン マイタックカラーラベル （袋）

変換ケーブル 1

USB TypeCオス－HDMIオス　2ｍ （本）

テプラPROテープカートリッジ（キングジム）　品指定 2

白ラベル黒文字　9㎜ （個）

テプラPROテープカートリッジ（キングジム）　品指定 5

白ラベル黒文字　12㎜ （個）

テプラPROテープカートリッジ（キングジム）　品指定 1

黄ラベル黒文字　12㎜ （個）

ホワイトボードマーカー　品指定 1

パイロット：ボードマスター　中字平芯　黒（2本） 青（1本） 赤（1本） 
合計4本

（セット）

ホワイトボードマーカー用カートリッジ　品指定 1

パイロット：ボードマスター　中字・太字・極太用カートリッジ　青 （個）

テプラPROテープカートリッジ（キングジム）　品指定 5

白ラベル黒文字　12㎜ （個）

CD-R 1

50枚入　容量：700MB　スピンドルケース入　参考：カウネット 7020-7040 （セット）
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カードリーダー 1

インターフェイス：USB3.0（Type-A）　ケーブル長：約50㎝　SDカードに対
応　参考：バッファロー BSCR100U3BK

（個）

USBケーブル 1

USB2.0　TypeCオス－TypeCオス　3m　参考：エレコム U2C-CC30NBK2 （本）

PPC原稿用紙 2

4mm方眼紙　規格：B4　参考：アジア原紙 GB4F－4HR　100枚/冊　（カウネッ
ト：7614-7487）

（冊）

水性マーカー　品指定 1

三菱鉛筆：ユニポスカ 太字　8色セット （箱）

カラーラベル 2

丸型　色：桃　直径20㎜　180片　参考：ニチバン ML-171 桃 （袋）

梱包用テープ 1

48㎜×100ｍ　5巻　参考：Monf 梱包用OPPテープNo.6020 （セット）

２　納品場所

　　Ａ：竹原市役所会計課（竹原市中央五丁目６番２８号）

　　Ｂ：竹原市役所下水道課（竹原市中央四丁目８番１７号）

　　Ｃ：竹原市役所総務学事課（竹原市中央五丁目６番２８号）

　　Ｄ：竹原市立竹原小学校（竹原市田ノ浦二丁目５番１号）

　　Ｅ：竹原市立東野小学校（竹原市東野町914番地）

　　Ｆ：竹原市立荘野小学校（竹原市西野町2025番地）

　　Ｇ：竹原市立竹原西小学校（竹原市竹原町2440番地）

　　Ｈ：竹原市立賀茂川中学校（竹原市東野町914番地）

　　Ｉ：竹原市立忠海学園（竹原市忠海東町三丁目９番１号）

　　Ｊ：竹原市立吉名学園（竹原市吉名町2671番地）

　　Ｋ：竹原市立竹原こども園（竹原市田ノ浦二丁目５番２号）

３　納入期限

　　Ａ：令和8年7月10日（金）まで

　　Ｂ：令和8年6月30日（火）まで

　　Ｃ：令和8年7月31日（金）まで

　　Ｄ：令和8年6月30日（火）まで

　　Ｅ：令和8年6月30日（火）まで

　　Ｆ：令和8年7月31日（金）まで

　　Ｇ：令和8年6月30日（火）まで

　　Ｈ：令和7年7月10日（金）まで

　　Ｉ：令和8年6月30日（火）まで

　　Ｊ：令和8年6月30日（火）まで

　　Ｋ：令和8年6月30日（火）まで

４　その他

　場合がある。この場合の見積金額は売渡人・買受人が協議して定める。

　　納入に係る費用等は売渡人の負担とする。

　　こども園への納品の場合、売渡人は納品検収書（受領書）を自ら作成し、請求書と併せて各納入場所で押印

　又はサインを受けた納品検収書（受領書）を健康こども未来課へ提出すること。

　　物品の各品において設計金額を上回る見積金額（概ね1.3倍程度）である場合は、買受人が指定する品に変更する
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